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労働局名 郵便番号 所  在  地 電話番号 

北海道 060-8566 札幌市北区北 8条西 2丁目 1 番 1 札幌第一合同庁舎 9階 011-709-2715 

青 森 030-8558 青森市新町 2 丁目 4-25 青森合同庁舎 8 階 017-734-4211 

岩 手 020-8522 盛岡市盛岡駅西通 1-9-15 盛岡第 2合同庁舎 5階 019-604-3010 

宮 城 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町 1番地 仙台第 4 合同庁舎 8階 022-299-8844 

秋 田 010-0951 秋田市山王 7 丁目 1番 3号 秋田合同庁舎 4階 018-862-6684 

山 形 990-8567 山形市香澄町 3-2-1 山交ビル 3階 023-624-8228 

福 島 960-8513 福島市花園町 5-46 福島第二地方合同庁舎 4階 024-536-4609 

茨 城 310-8511 水戸市宮町 1 丁目 8番 31 号 茨城労働総合庁舎 6階 029-277-8295 

栃 木 320-0845 宇都宮市明保野町 1-4 宇都宮第 2地方合同庁舎 3階 028-633-2795 

群 馬 371-8567 前橋市大手町 2-3-1 前橋地方合同庁舎 8 階 027-896-4739 

埼 玉 330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー16 階 048-600-6269 

千 葉 260-8612 千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第 2地方合同庁舎１階 043-221-2307 

東 京 102-8305 千代田区九段南 1-2-1 九段第 3合同庁舎 14 階 03-3512-1611 

神奈川 231-8434 横浜市中区北仲通 5-57 横浜第 2合同庁舎 13 階 045-211-7380 

新 潟 950-8625 新潟市中央区美咲町 1-2-1 新潟美咲合同庁舎 2号館 4 階 025-288-3511 

富 山 930-8509 富山市神通本町 1-5-5 富山労働総合庁舎 4階 076-432-2740 

石 川 920-0024 金沢市西念 3 丁目 4番 1号 金沢駅西合同庁舎 6階 076-265-4429 

福 井 910-8559 福井市春山 1 丁目 1-54 福井春山合同庁舎 9階 0776-22-3947 

山 梨 400-8577 甲府市丸の内 1丁目 1-11 4 階 055-225-2851 

長 野 380-8572 長野市中御所 1-22-1 長野労働総合庁舎 4 階 026-227-0125 

岐 阜 500-8723 岐阜市金竜町 5丁目 13 番地 岐阜合同庁舎 4階 058-245-1550 

静 岡 420-8639 静岡市葵区追手町 9-50 静岡地方合同庁舎 5階 054-252-5310 

愛 知 460-0001 名古屋市中区三の丸 2-2-1 名古屋合同庁舎第 1号館 8 階 052-857-0312 

三 重 514-8524 津市島崎町 327 番 2 津第 2 地方合同庁舎 2階 059-226-2318 

滋 賀 520-0806 大津市打出浜 14 番 15 号 滋賀労働総合庁舎 4階 077-523-1190 

京 都 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町 451 1 階 075-241-3212 

大 阪 540-8527 大阪市中央区大手前 4-1-67 大阪合同庁舎第 2号館 8 階 06-6941-8940 

兵 庫 650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー15 階 078-367-0820 

奈 良 630-8570 奈良市法蓮町 387 番地 奈良第三地方合同庁舎 2階 0742-32-0210 

和歌山 640-8581 和歌山市黒田 2丁目 3-3 和歌山労働総合庁舎 4階 073-488-1170 

鳥 取 680-8522 鳥取市富安 2 丁目 89-9 2 階 0857-29-1709 

島 根 690-0841 松江市向島町 134-10 松江地方合同庁舎 5 階 0852-31-1161 

岡 山 700-8611 岡山市北区下石井 1-4-1 岡山第 2合同庁舎 3階 086-225-2017 

広 島 730-8538 広島市中区上八丁堀 6番 30 号 広島合同庁舎第 2号館 5階 082-221-9247 

山 口 753-8510 山口市中河原町 6-16 山口地方合同庁舎 2号館 5階 083-995-0390 

徳 島 770-0851 徳島市徳島町城内 6番地 6 徳島地方合同庁舎 4階 088-652-2718 

香 川 760-0019 高松市サンポート 3番 33 号 高松サンポート合同庁舎北館 2階 087-811-8924 

愛 媛 790-8538 松山市若草町 4番地 3 松山若草合同庁舎 6階 089-935-5222 

高 知 781-9548 高知市南金田 1番 39 号 4 階 088-885-6041 

福 岡 812-0013 福岡市博多区博多駅東 2丁目 11 番 1号 福岡合同庁舎新館 4階 092-411-4894 

佐 賀 840-0801 佐賀市駅前中央 3丁目 3番 20 号 佐賀第 2 合同庁舎 5階 0952-32-7218 

長 崎 850-0033 長崎市万才町 7-1 TBM 長崎ビル 3階 095-801-0050 

熊 本 860-8514 熊本市西区春日 2-10-1 熊本地方合同庁舎 A棟 9階 096-352-3865 

大 分 870-0037 大分市東春日町 17 番 20 号 大分第 2ソフィアプラザビル 3階 097-532-4025 

宮 崎 880-0805 宮崎市橘通東 3丁目 1 番 22 号 宮崎合同庁舎 4階 0985-38-8821 

鹿児島 892-8535 鹿児島市山下町 13 番 21 号 鹿児島合同庁舎 2階 099-223-8239 

沖 縄 900-0006 那覇市おもろまち 2-1-1 那覇第 2地方合同庁舎 1号館 3階 098-868-4380 
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「仕事と介護を両⽴できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマーク 

トモニン 
 

厚生労働省では、仕事と介護を両立しやすい職場環境

の取組への関心と認知度を高め、介護離職を防止するた

めの取組に向けた社会的気運を高めるため、仕事と介護

を両立できる職場環境の整備に取り組んでいる企業が使

用できるシンボルマーク「トモニン」を作成し、活用促進

を進めています。 

仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進に取り組

んでいる企業は、トモニンを活用して、企業の取組をア

ピールすることができます！ 

 

 

使用方法 

「両立支援のひろば」（https://ryouritsu.mhlw.go.jp/）に仕事と介護の両立支援の取組を登録してく

ださい。詳しい登録方法や使用方法は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 

hhttttppss::////wwwwww..mmhhllww..ggoo..jjpp//ssttff//sseeiissaakkuunniittssuuiittee//bbuunnyyaa//kkooyyoouu__rroouuddoouu//kkooyyoouukkiinnttoouu//rryyoouurriittssuu//ssyymmbbooll..
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活用例 

● 労働者の募集・採用時に 

募集要項、会社案内、ホームページなどにトモニンを掲載し、企業の取組をアピール 

● 顧客、消費者、取引先に 

商品、名刺などにトモニンを掲載し、企業のイメージアップを図る 

● 自社の労働者の意識啓発に 

広報誌、ホームページ、社内報などにマークを掲載し、取組を紹介 
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は じ め に  
 

 
我が国においては少子化が進行し、人口減少時代を迎えています。少子化の急速な進行は、労働力人

口の減少、地域社会の活力低下など、社会経済に深刻な影響を与えます。一方で、子どもを生み育て、

家庭生活を豊かに過ごしたいと願う人々は男女ともに多いにもかかわらず、こうした人々の希望が実現

しにくい状況がみられます。 

持続可能で安心できる社会を作るためには、希望に応じて「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるい

は「就労」と「介護」を両立できるようにすることが重要です。一人ひとりの生き方や子育て期、中高

年期といった人生の各段階に応じて男女ともに多様な働き方の選択を可能とする社会とすることが、

人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全体の明日への投資であり、活力の維持につながります。 

このためには、全ての労働者を対象に長時間労働の抑制等仕事と生活の調和に向けた取組を進めてい

くとともに、特に、子育てや介護など家庭の状況から時間的制約を抱えている時期の労働者について仕

事と家庭の両立支援を進めていくことが重要です。 

こうした中、出産・育児・介護による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児・介

護を両立できるようにするため、令和３年６月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律」（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」といいます。）が改正され、

子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして「産後パパ育休」の創設、育児休業を取得

しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取

得、育児休業の取得状況の公表義務付け、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和などが、令

和４年４月１日から段階的に施行されました。 

さらに、男女ともに仕事と育児・介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現できるようにするため、

令和６年５月に育児・介護休業法が改正され、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡

充、所定外労働の制限の対象労働者の範囲の拡大、子の看護等休暇の取得事由、対象労働者の範囲の拡

大、妊娠・出産等の申出時や、子が３歳に達する前の適切な時期に、仕事と育児の両立に関する労働者

の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することの義務付け、育児休業の取得状況の公

表対象の事業主の範囲の拡大、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認や仕事と介

護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備等の義務付けなどが、令和７年４月１日と同年 10 月１日に

段階的に施行されました。 

仕事と家庭の両立しやすい職場づくりは、企業にとっても優秀な人材の確保・育成・定着につながる

などのメリットがあるものです。法の趣旨・内容をご理解いただき、使用者と労働者の皆様で話し合っ

て、職場における仕事と家庭の両立のための制度とその制度を利用しやすい環境づくりを進めていただ

きますようお願いします。 
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